
【第２弾】山口市省エネ機器等導入応援補助金（Ｑ＆Ａ） 
 

【事業の目的】                                                          

Ｑ１． この補助金は、どのような目的に対する事業ですか。 

Ａ１． 

本補助金は、原油価格・物価高騰等の影響を受けている市内で事業を営む事業

者を対象に、省エネ機器や低燃費タイヤの導入に係る経費の一部を補助するこ

とで、事業継続や経営の安定化を図るとともに、地域脱炭素の取組を促進する

ことを目的としています。 

 

【補助対象者】                                                          

Ｑ２． この補助金の対象者を教えてください。 

Ａ２． 

本補助金は、市内に店舗又は事務所を有することを前提とし、中小企業基本法

に基づく「中小企業者」、「小規模企業者」のほか、市民生活と関わりのある下

記の様々な業種を対象としております。 
 

・ 中小企業基本法第２条に規定する中小企業者 

・ 医療法第３９条に規定する医療法人 

・ 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

・中小企業団体の組織に関する法律第３条第１項に規定する中小企業団体（信

用協同組合及び商工組合連合会を除く。） 

・特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 

 

Ｑ３． 個人事業主は対象となりますか。 

Ａ３． 
開業届を提出している方、又は所得税の確定申告により事業収入を申告してい

る方は対象となります。 

 

Ｑ４． フリーランスで活動しているが、対象となりますか。 

Ａ４． 上記Ａ３．の個人事業主に該当する方は対象となります。 

 

Ｑ５． 介護施設や病院は対象となりますか。 

Ａ５． 医療法人や医師、歯科医師、社会福祉法人の事業者も対象となります。 

 

Ｑ６． 店舗・事務所が市内にあるが、本社が市外の場合は対象となりますか。 

Ａ６． 市内に事業所を有し、その施設における事業であれば対象となります。 

 



Ｑ７． これから創業する人は対象となりますか。 

Ａ７． 
申請時点において、１年以上継続して事業を行っていることが要件となるた

め、対象になりません。 

 

【対象要件】                                                                                                                        

Ｑ８． 対象となる「店舗」「事務所」とはどのようなものですか。 

Ａ８． 
事業のために所有又は賃貸借している専有施設において、店舗名（屋号）を掲

げ、常設的に事業を行っているものです。 

 

Ｑ９． 対象外となる「店舗」「事務所」とはどのようなものですか。 

Ａ９． 

住宅併用の店舗・事務所で出入口が同一の場合は、対象になりません。ただし、

店舗部分と住宅部分が明確に分かれている場合は、審査の上、対象となる場合

があります。 

 

Ｑ10． 
複数店舗の整備をしたいと考えていますが、１店舗毎に、それぞれ申請ができ

ますか。 

Ａ10． 
市内に所在する複数店舗の整備は可能ですが、１事業者当たり１回限りの申請

となるため、まとめての申請となります。 

 

Ｑ11． 
申請は、１事業者当たり１回限りとなっているが、本店と支店がある場合の取

り扱いはどうなるのか。 

Ａ11． 
１事業者当たり１回限りの申請となっていますので、複数の店舗・事務所があ

る場合は、まとめて申請してください。 

 

Ｑ12． 大企業の支店や営業所は対象となるのか。 

Ａ12． 

大企業（みなし大企業を含む）は、対象外となっています。 

Ａ２．の市内で事業を営んでいる中小・小規模事業者・個人事業主・団体等が

対象です。 

 

Ｑ13． 工場や作業所は対象となりますか。 

Ａ13． 本補助金の目的に沿った事業であれば対象となります。 

 

Ｑ14． フランチャイズのコンビニも対象となるのか。 

Ａ14． 
フランチャイズも対象事業者に該当すれば対象となります。 

（全国チェーンの直営店舗は対象外です） 



Ｑ15． 売上の減少等の要件は設けられていますか。 

Ａ15． 
本補助金の目的は、これからの事業活動への支援のため、売上減少の要件は設

けていません。 

 

Ｑ16． 
事業が完了する日（令和６年２月１５日）までの期日にどのような状態であれ

ばよいのですか。 

Ａ16． 

令和６年２月１５日までに納品・支払いを終えたものが対象となります。 

事業完了から３０日以内（最長令和６年２月２９日まで）に実績報告書の提出

をお願いします。 

 

【申請について】                                              】 

Ｑ17． 
申請にはどのようなものが必要か。 

申請書類等は、どこで入手できますか。 

Ａ17． 

申請様式や必要書類については、山口市・山口商工会議所のウェブサイトから

ダウンロードが可能です。 

また、山口商工会議所、山口県央商工会、徳地商工会にて配布しています。 

お問い合わせ先は、山口商工会議所（０８３－９２５－２３００）となります。 

 

Ｑ18． 
登記事項証明書や市税の滞納のないことの証明書の有効期限はありますか。ま

た、コピー等の写しでも可能ですか。 

Ａ18． 

登記事項証明書や市税の滞納のないことの証明書は申請日以前３か月以内に

取得したものを提出してください。 

登記事項証明書は事業実態の確認のための書類の一つですのでコピー等の写

しで構いませんが、市税の滞納のないことの証明書は本証明書のみをもって納

税確認をするため原本の提出をお願いします。 

 

Ｑ19． 申請は先着順ですか。 

Ａ19． 

予算の範囲内において、先着順で申請を受付けます。 

受理した申請は、随時審査・交付決定を行います。 

なお、予算の範囲内で受付及び審査・交付決定を行いますので、予算に達した

場合は募集期間中であっても募集を終了します。 

 

Ｑ20． 
複数の省エネ機器（例：エアコンと照明機器）を導入する場合も申請すること

は可能ですか。 

Ａ20． 
複数の省エネ機器の導入する場合も申請することは可能です。 

ただし、補助金額については、３０万円が上限となります。 

 



 

Ｑ2１． 省エネ機器と低燃費タイヤの導入を組み合わせて申請することは可能ですか。 

Ａ2１． 

省エネ機器と低燃費タイヤの導入を組み合わせて申請することは可能です。 

ただし、補助金額については、省エネ機器の導入分と低燃費タイヤの導入分の

補助金額を合わせて３０万円が上限となります。 

 

Ｑ2２． 審査はどのようにされるのか。 

Ａ2２． 
募集期間内において、受理した申請について、随時審査を行い、交付決定又は

不交付決定を申請者に通知します。 

 

Ｑ2３． 機器・タイヤの導入や設置工事はいつからできるのですか。 

Ａ2３． 
購入や工事着手は、交付決定日以降としてください。 

なお、交付決定の通知は、申請書の提出から概ね２週間以内に行います。 

 

Ｑ2４． 
この制度が始まる前に、省エネ機器や低燃費タイヤを導入した経費は、対象と

なりますか。 

Ａ2４． 

本補助金については、本補助金の交付決定を受けた日から着手して、令和６年

２月１５日までに完了した事業が対象となるため、この制度が始まる前に導入

した経費については対象になりません。 

 

Ｑ2５． 契約書は必要ですか。 

Ａ2５． 

契約書がなくても、領収書に発注先や品目（製品名、型番等）、数量、単価、

消費税が明記されていれば領収書で構いません。なお、「〇〇の設置費として」

や「〇〇工事一式」という記載のみでは確認ができないため、その場合は、契

約書等の内訳が分かる書類が必要となります。 

 

Ｑ2６． 領収書はコピーでも構いませんか。 

Ａ2６． 
コピーでも構いません。領収書は、発注先や事業内容、対象経費と対象外経費

が分かるものを提出してください。 

 

Ｑ2７． 事業完了後に補助金はいつ入金されますか。 

Ａ2７． 
事業完了後、実績報告書を提出していただき、最終的な補助金額の確定を行っ

た後、２週間程度でお支払います。 

 



 

【補助対象となる経費について】                                         

Ｑ28． 消費税は対象となりますか。 

Ａ28． 

補助対象経費は「消費税及び地方消費税額」を除いた額となります。 

申請書の記載欄に税込み金額と補助対象経費となる税抜き金額を記載してい

ただきます。 

 

Ｑ29． どのような経費が対象となりますか。 

Ａ29． 

購入費用及び据付工事等に係る設置費用、タイヤの装着費用、機器やタイヤの

更新に伴う、既存機器・タイヤの撤去・処分に係る費用（リサイクル料金を除

く）が対象となります。 

 

Ｑ30． 省エネ機器をリース、レンタルする場合は、補助の対象となりますか。 

Ａ30． 補助の対象になりません。 

 

Ｑ31． 中古品は、補助の対象となりますか。 

Ａ31． 補助の対象になりません。 

 

Ｑ32． 申請者と発注先の購入・施工事業者が同一でも対象となりますか。 

Ａ32． 
自社内部の取引による経費については、対象になりません。 

他の市内事業者に発注した経費については対象となります。 

 

Ｑ33． 省エネ機器はどのような製品が対象になりますか。 

Ａ33． 

エアコン、ＬＥＤ照明機器、冷凍・冷蔵庫、温水機器（ガス・石油）・エコキ

ュート、ＬＥＤ電球、ショーケース、複写機・複合機・プリンター、ガス調理

機器のいずれかの機器で、トップランナー基準を満たす（最新の目標年度に対

する省エネ基準達成率１00％以上（省エネ性マークが緑色）の製品）機器が

対象となります。 

 

Ｑ34． 
省エネ機器の省エネ性能（省エネ基準達成率 100％以上）はどのように確認

すれば良いですか。 



Ａ34． 
購入する店舗又は事業所で確認、もしくは「省エネ型製品情報サイト」

https://seihinjyoho.go.jp で確認してください。 

 

Ｑ35． 
省エネ機器ではあるが、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp に

掲載されていない場合はどうしたら良いですか。 

Ａ35． 
メーカー又は販売店に確認いただき、ウェブサイトに掲載しております「省

エネ効果証明書」又は任意の様式で構いませんので証明書をご提出ください。 

 

Ｑ36． 
低燃費タイヤの導入については、どのような車両に取付けるものが対象になり

ますか。 

Ａ36． 

補助対象となる車両は、以下の全てに該当するものです。 

①自動車検査証において自家用・事業用の別が事業用となっている車両、又は 

自動車運転代行業において随伴用自動車として使用する車両 

②自動車検査証において、使用者の氏名又は名称が補助申請者である車両 

③自動車検査証において、使用の本拠の位置が山口市内である車両 

 

Ｑ37． 
補助対象となる低燃費タイヤはどのようなタイヤですか。 

また、どのように確認すれば良いですか。 

Ａ37． 

補助対象となるタイヤは、以下の２つのいずれかに該当するタイヤです。 

①一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイ

ヤ統一マークが表示されているタイヤ 

②各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ 

①については、購入する店舗や事業所、②については、「低燃費タイヤ一覧」

で確認していください。 

 

Ｑ38． 
購入・設置等は市内事業者となっていますが、市内の量販店やホームセンター

で本社が市外にある店舗で購入したものは対象となるか。 

A3８. 
対象になりません。市内に本社・本店所在地を有する法人又は市内に住所を有

する個人事業主の店舗で購入・設置等したものが対象となります。 

 

Ｑ3９． 
２月１５日までの納品や工事完了が必要ですか。また、支払いは２月１５日以

降でも対象となりますか。 

A39. 
２月１５日までに事業（納品・工事）が完了し、支払い済の事業が対象となり

ます。 

 

 

 

https://seihinjyoho.go.jp/
https://seihinjyoho.go.jp/


 

 

 

Ｑ４０． クレジットカード払いは可能ですか。 

Ａ４０． 

カード払いは可能です。ただし、２月１５日までに銀行口座からの引き落とし

が確認できたものが対象となります。また、支払を証する書類として以下の①

～③の資料が必要です。 

①領収書（クレジット払いが明記されていること）又はカード利用伝票（お客

様控え）の写し 

②クレジットカードの利用明細の写し 

③銀行口座からの引き落としが確認できる書類（通帳のコピー等） 

 

Ｑ4１． 指定管理を受けている公的な施設に備品を設置する場合、対象となりますか。 

Ａ4１． 
対象になりません。公的な施設の運営・管理は、それぞれの施設設置者におい

て対策を講じるものであるため、対象になりません。 

 

Ｑ4２． 支払いを確認できる書類を廃棄してしまったが、申請は可能ですか。 

Ａ4２． 
対象経費に該当していても、領収書など支払いが確認できる書類がない場合

は、補助対象とは認められません。再発行などで対応してください。 

 

Ｑ43． 

R5.8.17 追加 
複写機や複合機の「再生機」は、補助の対象となりますか。 

Ａ43． 

使用済み商品を所定の基準でリユースした、いわゆる「再生機」については、

メーカーが新品同様の品質を保証し、その性能がトップランナー基準を満た

すことを証明できる場合は、補助の対象となります。 

 


